
大分県南部振興局 地域おこし協力隊募集要項 

 

１ 応募資格 

応募の時点で大分県外に住民票があり、次の全ての条件を満たしている方 

（１）総務省が対象とする条件不利地域（過疎、山村、離島、半島等）外の地域から、住民票を異

動し、期間中に県内で積極的に活動できる方 

（２）心身ともに健康で、地域住民等とのコミュニケーションを図り、地域づくり活動に意欲を持

って参加できる方 

（３）普通自動車免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方 

（４）基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）や、インターネットで情報発信ができる方 

（５）地方公務員法第１６条に定める採用の欠格事由に該当しない方 

 

２ 業務内容 

  大分県南部振興局に勤務し、以下の業務を担当していただきます。 

（１）地域未来創造総合補助金について、南部振興局地域創生部の職員と協力して、補助金の活用

に向けた地域団体等への周知、補助金の活用に関する相談対応、補助事業の進捗における支援、

補助事業終了後のフォローアップ等を行っていただきます（実際の補助金交付事務は、地域創

生部の職員が行います。）。 

（２）人口減少や高齢化が進む佐伯市内の地域コミュニティ協議会等の話し合いやイベントに参加

し、県の高齢化集落等支援事業費補助金の活用など、地域住民へのアドバイスや相談対応を佐

伯市と連携して行っていただきます。 

（３）南部振興局管内の各地の魅力やイベント情報を取材し、ＳＮＳ（Instagram等）で発信してい

ただきます。 

（４）その他、南部振興局地域創生部の職員と連携して、管内の地域創生に関する諸課題を解決す

る取組を行っていただきます。 

 

   ※大分県南部振興局 

佐伯市にある大分県の地方機関。佐伯市を管轄し、地域振興や農林水産業の振興、鳥獣被害対

策、農地の整備や農林道の整備などを実施。 

※地域未来創造総合補助金 

  地域の組織等が行う地域活性化の取組（交流イベントの開催、一次産品の加工や販路開拓、空

き家を活用したビジネスなど）を支援する大分県独自の補助制度。補助率は３／４～１／２。補

助限度額は最大５千万円。南部振興局長など県内６振興局の長が交付。 

※地域コミュニティ協議会 

自治会とは別に、佐伯市内の地域住民が主体となり、住民の生活支援や地域振興イベントなど

の運営を担う地域運営組織。佐伯市内で１９協議会（小学校区単位や旧町村単位）が設置済又

は設置予定。南部振興局では、協議会の設立・運営に対し、高齢化集落等支援事業費補助金等

で支援。 



３ 任用期間 

任用日から令和９年３月３１日まで 

※任用は令和８年１０月１日以降となります。 

  ※年度（４月１日～３月３１日）ごとの任用となり、本人の意向と活動評定結果などを総合的に判

断し、任用の更新を決定します。 

※年度末更新とし、最長で３年までの更新となります。 

 

４ 募集人数 

  １名 

 

５ 勤務条件等 

（１）雇用形態：大分県の会計年度任用職員 

（２）勤務場所：大分県南部振興局（佐伯市長島町１－２－１）  

（３）勤務日数：月１６日 

（４）勤務時間：８時３０分～１７時１５分（１２時～１３時は休憩時間） 

        上記の時間以外に勤務が発生する場合がありますが、その場合は振替休となります。 

（５）休日：原則として、土曜日、日曜日、祝日。 

イベント対応等により土日祝日などの勤務が発生する場合があります。 

（６）報酬：月額１８５，１２０円（２６歳以上の場合） 

（期末・勤勉手当は１年度あたり最大２回（６月・１２月）支給。 

令和８年４月１日時点の額であり、改定する場合があります。） 

（７）副業：会計年度任用職員の管理に関する規程に基づき届出が必要です。 

（８）その他：業務の都合上、公用車の運転が生じる場合があります。また、業務では、公用パソコ

ンを使用します。 

 

６ 待遇及び福利厚生 

（１）住居について個人で住居を借りる場合は、賃借料を予算の範囲内で大分県が補助します。 

（水道光熱費等は全額自己負担となります。） 

また、空室がある場合に限り大分県職員住宅の入居も可能です。 

（２）社会保険（健康保険、厚生年金）、雇用保険に加入。 

（３）通勤にかかる費用弁償は、大分県の規定の範囲内で支給します。 

（４）応募にかかる費用（旅費、引越費用、通信料等）については自己負担とします。 

 

７ 応募方法 

 （１）申込み受付期間 

     令和８年７月１７日（金）まで（必着） 

（２）提出書類 

     大分県地域おこし協力隊応募用紙 

     マイナンバーカードの表面を撮影したデータ又は住民票の写し 



（３）提出先 

   以下のアドレスあてメールで提出してください。 

   ・メールアドレス： a10113@pref.oita.lg.jp 

    電子メールの件名は、「大分県地域おこし協力隊応募」と記載のうえ送付してください。 

 

８ 選考方法 

（１）第１次選考（書類審査） 

   応募用紙をもとに書類審査を行います。 

（２）第２次選考（面接） 

   第１次選考合格者に、日時場所の詳細をお伝えします。 

   ８月中旬に大分県庁で実施予定。なお、面接にかかる交通費等は自己負担となります。 

   合格者には第２次選考終了後、１週間程度で選考結果を通知します。 

 

９ その他 

応募者に係る個人情報については、適切に管理し、本件以外には一切利用しません。 

 

１０ 問い合わせ先 

大分県企画振興部おおいた創生推進課  

住所    〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

電話番号 （０９７）５０６－２０３７ 

電子メール a10113@pref.oita.lg.jp 


